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会議録 

（第２回次期平塚市民病院将来構想検討会議） 

 

日 時： 平成２８年７月２５日（月）１０：００～１２：００ 

場 所： 平塚市民病院 大会議室 

 

欠席者： 

 石田 有信氏 平塚市企画政策部長 

 高山 秀明氏 一般社団法人平塚市医師会理事 

   

 

○ 病院事業管理者挨拶 

（諸角病院事業管理者） 

  皆さんこんにちは。本日は大変お忙しい中、第２回次期平塚市民病院将来構想検討会

議に御出席いただきましてありがとうございます。 

  前回の第１回は、済生会の正木様から大変貴重なお話しをお伺いすることができまし

た。本日は多くの皆さんから御意見をいただく会になるのではないかというふうに考え

ております。どうぞ活発な御討論をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

（伊関氏） 

おはようございます。城西大学の伊関と申します。前回欠席いたしまして申し訳ござい

ませんでした。私は元埼玉県の職員で、事務職員として１７年勤務しました。１３年前に

退職をして城西大学にお世話になっています。最初は、行政評価を研究テーマにしてやっ

ていました。学者になった平成１６年に新しい医師の研修制度が導入されて、医療崩壊が

あちらこちらで起きました。１０年前に夕張市の医療再生をさせていただいたのがきっか

けで、現場に入って課題を解決できる学者というのはほとんどいないのが現状で、公務員

経験もあり、病院にも勤務した経験もあったということで、北は北海道から南は沖縄まで

ほとんどの県にお邪魔させていただいて、様々な形で地域医療の問題について取り組ませ
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ていただいております。よろしくお願いいたします。 

 

○ 本日の進行スケジュール、検討会議の概要、配布資料 

（重田経営企画課長） 

重田です、どうぞよろしくお願いいたします。それでは配布した資料の確認をまずさせ

ていただきたいと思います。お手持ちの方に次第がありまして、おめくりいただきますと、

「新公立病院改革ガイドラインと地域医療構想について」というＡ３横の資料、市民病院

の方向性「その１」これＡ４横です。「その２」Ａ４横、「その３」Ａ３の縦、「その４」が

Ａ３の縦ということで資料があります。それと委員の皆様には、折れ線グラフで今後の収

支の推移の見通しと言いますか、グラフを３枚お配りしております。資料としては以上と

なっております。 

本日のこの後のスケジュールということですが、とにかく今回は全６回の第２回の会議

になります。お配りしている資料については、新公立病院改革ガイドラインと地域医療構

想について後程説明させていただきますけれども、「その１」以降の方向性については、現

在の将来構想を次の将来構想につなげていくための会議である訳ですが、市民病院ではこ

んなふうに考えていますというのを、左と右に並べた表になっています。そのため御意見

をこの後いただく訳ですけれども、確認ということで今回の会議の趣旨といいますか、繰

り返しになる部分がありますけれども、今回お集まりいただいております次期平塚市民病

院将来構想の策定のための検討会議ということになる、その策定に当たっての考え方、主

旨、進め方というところでお配りしている資料の新公立病院改革ガイドラインと地域医療

構想について、このＡ３横の資料を見ていただいたきながら簡単に説明させていただて、

意見交換に入っていただきたいと思います。 

今回の目的が、次期平塚市民病院将来構想を策定していくために、広く御意見をいただ

きたいというのが大前提の主旨になっております。その将来構想自体は、平成３７年度ま

での計画期間というふうに考えております。これが一つ大きくあります。合わせて平成３

７年度までに将来構想が作る中で、「新公立病院改革プラン」というものも織り込んでいき

たいというふうに考えています。その「新公立病院改革プラン」というのは何かというの

が、この資料の下の方にある訳ですけれども、国の方から平成２７年３月に新公立病院改

革ガイドラインというのが出されております。その主なものがＡ３左側の部分に書いてあ

りまして、その改革の目的というのは何かというのが、基本的な考え方になります。箱の

中を読み上げますと、「公民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制の確

保」「その中で公立病院が安定した経営の下で、へき地医療、不採算医療、高度先進医療等

を提供する重要な役割を継続的に担っていくことができるようにする」、これが改革の目的

であると。そしてガイドラインの中では、中段下ですけれども、改革プラン策定の４つの

視点が定められておりまして、この中に１つ目として、地域医療構想を踏まえた役割の明

確化、地域医療構想についてはまだ右側で説明いたします。それをよく踏まえて整合よく

図りなさいということになっています。地域医療構想を踏まえて、２として、経営の効率

化を図ること。その経営の効率化を図るために各種指標を設定しなさいということが求め

られています。そして３として、再編ネットワーク化。今、湘南西部二次保健医療圏とい

うところに平塚市は今入っているところですけれども、その中であるいはそれを越えてと
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いうのもあるかもしれませんけれども、再編、合併とかネットワーク化、他と連携を取る

と。そういうふうなことを、どうやっていくんだという視点も検討しなさいと。４つ目と

して、経営形態の見直し。今、平塚市民病院では地方公営企業法の全部適用というような

形をとっておりますけれども、そうすると、今の立場から見ると、地方独立行政法人化で

あるとか、指定管理者制度への新たな形態変更とかそういったようなことについてどうす

るか、というような見直しも入れなさいというようなことが４つの視点として求められて

います。この４つの視点を見て作る改革プランについては、左側の右下の方にありますけ

れども、計画期間が平成２９年度、来年度から平成３２年度までという期間で作ることが

求められています。ただこの平成３２年度までの期間のものを作るに当たっては、矢印の

ところですが、２０２５年（平成３７年）の将来像を見据えて策定するようにということ

で、冒頭に申し上げた次期将来構想の平成３７年度の周期と同じようなところを見据えて

作るということで、一体的に作らせていただきたいというふうに考えております。今度右

手の方に行きますと、先程４つの視点の内、「１」の地域医療構想を踏まえてという、地域

医療構想とは何ぞやという話を確認させていただきますと、団塊の世代が７５歳以上にな

る２０２５年、平成３７年、ここに３７という数字が出てきます。この時の地域医療体制

を整備するために、神奈川県が２０２５年の医療需要と必要病床数、ベッド数を推計して

目指すべき医療提供体制を実現するための政策を定めるものということで、２０２５年（平

成３７年）を見据えてどんなふうに必要なベッド数とか見て、各地域、県内を割り振って

いくんだと、進めていくんだというようなものを定めるのが地域医療構想となっていまし

て、神奈川県では平成２８年１０月頃に策定すると伺っております。この中で中段、「※」

が２つありますけれども、医療機能（病床機能）という言葉があります、医療機能（病床

機能）という言葉、この後も何回か出てくるかもしれませんが、確認をさせていただくと、

その医療機能あるいは病床機能の中には、急性期、回復期、慢性期という大きなくくりが

３つあります。急性期というのは、病気やケガの症状が一番激しい時期ということで、さ

らに、その中でも症状が重度なものを高度急性期、それ以外の急性期を急性期または一般

急性期という言い方をします。回復期というのは、治療により症状が一段落し、回復に向

かう時期のこと。慢性期は、症状が安定してきた時期ということで大きく４つに医療機能、

病床機能というのが割り振られることになります。今度、点線の下、病床機能報告制度と

いうのがあるんですけれども、今、各病院からは自分ところの病院がこの４つの機能の中、

どういった機能に属しているのかという報告をする制度がありまして、その報告をした結

果のまとめが下の表になります。平塚市が所属しております湘南西部の地域では、例えば

現状病床機能報告制度の「２０１５年②」というところを見ていただくと、高度急性期か

ら未選択というのもありますけれども、１，１４７から始まって７３という割り振りが、

各病院が報告した数字。その右側の２０２５年の必要病床数、これは県がこの湘南西部の

中で将来必要であろうと推計している病床数。そして次の箱で、現行との差し引き、ここ

の「３－２」を例えば見ていただきますと、例えば△３７９が高度急性期になっています。

要は高度急性期がこの請求からすると３７９床過剰であると。急性期については２６です

ので、やや不足、ほぼいいというような数字。回復期が９５８となっていますので、これ

が不足していると。最後に慢性期が３９７ですので、やや過剰だけれども、ほぼほぼとい

うような状況となっています。こういった状況を見ながら、市民病院は地域医療構想を踏
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まえつつ、次期将来構想、一体的に盛り込む改革プランを策定していくということでお集

まりいただいたのが今回の主旨となっていますので、こういったことも踏まえつつ、御意

見をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員の皆様にお配りしている折れ線グラフが３種類あります。この折れ線グラフですが、

上段の左側と右側ですが、市民病院の経理上のくくりと言いますか、お財布の形なんです

けれども、収益的収支あるいは右側の資本的収支というようなお財布があります。収益的

収支、左側の方はいわゆる本業部分を中心としたお財布。医業に関わる部分、医業に付随

するお財布。それから資本的というのが、例えば、病院建設であるとか医療機器の購入で

あるとか整備的な部分のお財布。この二つに分けて今作っています。それを単年度でみる

というと左下の表ですけれども、多分一番気になると思うのは、右下の現金預金の年度末

の推移がどうなるのかという資料を付けております。これは前提条件として、現行制度が

続くというのをまず前提として考えております。当然２年に一回、診療報酬の改定があり

ますので、今後減額すると思われる要因は見ておりません。定数は例えば１枚目の資料に

ついては、現状の平塚市民病院６０９人という定数がありますが、人件費はそのまま人数

は推移するものというふうに考えて設定をしております。人事院勧告とかによる上限は現

時点では見ておりません。基本的には平成２７年度までは、実績値をいれて考えているの

と、平成２８年度以降は平成２７年度の実績、あるいは平成２８年度の決算見込み、始ま

って３か月ぐらいですけれども、その３か月の様子も盛り込みながら、見込みを作ってお

ります。１枚目をもう少し話をすると、右下の現金の方が分かり易いと思うので、説明し

ますと最後の平成３６年度、平成３７年度が大きく三角で矢印が右下の方にいっておりま

すが、これについては今、平塚市の方から運転資金として、平成２６年度から５億、１０

億、５億という形で借りておりまして、そのお金はどうやって返すのかというお話しです

けれども、主に一括償還を順番にしていくということで、まず平成３６年度に５億をお返

しすると、△１０億ぐらいこのままではなるのかなと。その次に平成３７年度に１０億を

お返しすると△１９億になるのかなということで、大きく落ち込んだ表となっています。

次に２枚目の資料ですけれども、先ほどの１枚目の数字をベースとして、ここにはあり方

懇話会あるいは現状の平塚市民病院将来構想でも進めてきております、救命救急センター

を目指していたということもありますので、それを目指すとどうなるんだという数字にな

ります。右下の現金ベースのところが分かり易いと思うのですが、実際にトレンドとして

は、平成３０年度から救急救命センターの診療報酬の加算を取ったという前提で作っては

いますけれども、その時に診療報酬の加算が３億ぐらいの収入が増えるというふうに見て

おります。ただ、そのためにスタッフも揃えなければいけませんので、平成３０年度には、

非常に粗い試算ではありますけれども、例えば医師を５人、看護師を２５人採用すると、

当然人件費も上がりますので、その収益のアップと合わせて人件費のアップも見込んだも

のが、この２枚目の表となっています。  

そして最後に３枚目のところですが、これは先程の現状伸ばしたものに救命救急センタ

ーの加算を平成３０年度から取った場合。さらに、平成３１年度からＩＣＵやＣＣＵの加

算をさらに取りに行った場合の加算と、おそらく人件費の増が見込まれますので、こちら

については先ほどの２枚目に加えて、平成３１年度から看護師を２０人ほど増員した場合

ということで見ております。 
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非常に粗い試算ではありますけれども、今後、今回の御意見等を整理しながら、もう少

し精度の高いものを最終的にはお作りして、将来構想の方に掲載をしていきたいというふ

うに考えていますが、現時点では粗い試算だとこんなふうになるということで考えており

ます。 

 

（座長） 

何点かですが、平成２９年度がすごく数字が悪くなってくるのはなぜかというのと、平

塚市からのお金が、借入とは別に入っている前提がどうなっているのかそこだけ御説明い

ただけますか。 

 

（重田経営企画課長） 

平塚市から一般会計負担金という繰り入れの話としては、おおむね１２億くらいで推移

するものというふうに見ております。 

 

（座長） 

平成２９年度にすごく悪くなっているのは。 

 

（重田経営企画課長） 

平成２９年度に南棟の解体をするとか電子カルテの更新というものが入ってきますので、

その辺を、悪くと言いますか、低めに見ているのが大きく影響しているのかと考えていま

す。 

 

（座長） 

電子カルテの更新は一気に落としてしまうのですか。 

 

（重田経営企画課長） 

支出としては１回で出て。 

 

（座長） 

これはあくまでも収支なので、減価償却とは別なんですね。 

 

（重田経営企画課長） 

そうですね。 

 

（座長） 

何かこの件で御質問、分からないことがあれば御遠慮なくおっしゃってください。ちょ

っと専門的なところになってしまうかもしれないので、きちんと分からないところは聞い

ていただいた方がいいかと思います。  

今、大体御説明あったとおりで、収益的収支というのは、病院をやって儲かるものと支

出の差額ですね。今もお話がありましたけれども、投資とかあるいは南棟の解体とか、そ
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ういうところでお金が大きく出てしまうと、こういう変動が起きるということが２９年度、

別に、ここはすごく病院経営が悪くなるというよりは、予定しているものがあるんだとい

うこういうものになります。それから、資本的収支というのは、これに加えて収益的収支

に加えて、設備投資が加わるものでございますので、設備投資をしているとこういうこと

になるのかなとこういうことであります。結果として、現金収支というのがこのフローで

出てきて、最後の４つ目のところは、いわゆるストックベースというか残高ベースですね、

自分の通帳のことで考えていただければいいと思うのですが、入り払いで考えると「払い」

の方が大きいから段々減っていく、こういう形になります。結果的に、先程５、１０とあ

りましたけれども、３６年度と３７年度に平塚市からの借り入れがありますので、これの

返済がありますのでこういう形になるという、「これ返せるのかな」という話はありますが、

こういう形でございます。ここまでのところはよろしいでしょうか。土屋先生どうぞ。 

 

（土屋氏） 

私ども、今、県立病院の面倒を見ておりまして、いろんな自治体によって分け方が違う

ので分からないのですが、県立の場合には、医業収支、営業収支、経常収支というような

３段階の分け方を、営業はともかく、医業は純粋な診療報酬に対する出というか、それと

今、亀井先生がおっしゃった医療機器、それと一番は先ほどおっしゃった、一般会計から

の負担金を入れたのが最終的な経常収支になって、私もそれが黒字だから安心してきたら、

医業が大幅な赤字であせったのですが、その辺をベースになるものを、次回でも途中でも

送っていただくと、この解釈がもうちょっと分かり易くいかなと。それともう一つは現状

でいうと、向こう１０年近くなるので、患者さんの推移とかそういうバラエティーでかな

り収入の状況、支出の状況が変わると思うので、その辺ある程度分かりましたら、お教え

いただきたいと。もう一つ、一番心配なのは、現在の賃金体系がどうなっているか。特に

公務員は、従来の右肩上がりのままなのか、私も神奈川県の独法化するときに、ちっとも

変えないでそのままいったので、放っておくと毎年１億から下手すると３億近くそれだけ

で出ていくんですね。そうすると、その分収入源別に増える訳じゃないので。その辺の賃

金体系がどうなって、人件費の中に今増員した分の人件費の増は盛り込まれているようで

すが、自然増的なものがどの程度あるのか、これを教えていただくとありがたいと。 

 

（座長） 

今日のところはかなり粗い試算ということで出されていると思いますので、今の土屋委

員から出てきたお話にあった御指摘については、極めて大事な御指摘だと思いますので、

前提条件が分かるものということになりますので、かつ医業収支とかそういうものが分か

れて出てくることが大事だと思いますので、是非そこはそういう形で次回以降出していた

だければなと思います。 

他に何かございますか。多分そういう形で出てくると、かなり分かり易くなるのかなと。

これは今、大きな方向性がこんな感じということを御理解いただくためにかなり急いで出

していただいたというのが率直なところだと思いますので、御理解をいただければと思い

ます。よろしいでしょうか。伊関先生どうぞ。 
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（伊関氏） 

市民の方も傍聴に来られていますので、自治体病院の経営からみると、ここは非常に悪

いです。最低クラスになってきています。例えば、病院経営は手持ち現金が重要ですが、

現金の期末の残高の推移を見ると、大体、５億から７億くらいですけれど、ほぼ現金はな

い状況です。例えば平成２６年度現在で、藤沢市は５７億円の現金を持っています。横須

賀が２６億、小田原が１３億、茅ヶ崎５４億、三浦は経営が悪かったので２億しかないの

ですが、平塚市民病院は、病床の規模にしては、現金はほぼない状況です。市から借り入

れをしている状態でなんとか回している。その上に病院を新築されましたので、建物の借

金の返済を今度はしなければならない。資本的収支で、マイナスなのは現金で借金返済す

る部分なので、毎年、７億、８億のお金が現金で必要となってくる、その分の一部を収益

的収支という収入の部分の減価償却費の部分で補っていくのですが、収益的収支もこの経

営状況で本当に大丈夫なのという感じがしています。抜本的に経営改革を行わないと、お

そらく現金の期末残高は、もっと早めにお金が足りない状態になって、一時借入金ないし

は市からの繰入れをもっと増やさないといけない状態になるだろうと考えます。本気にな

って経営改革をしないと、この病院５年先、１０年先に大変なことになってしまうと考え

ます。そういう意識を持って議論をされることが大切なのだと思います。本当にダメにな

ってしまったら議員さんが騒ぎますし、そうすると譲渡だ、指定管理だとかそういう話に

なってきて、職員の雇用が今度確保できなくなってくるので、真剣に考えるいい機会であ

ろうと思います。 

 

（座長） 

まさに御指摘のとおりだと思います。そういう中で、カツカツでジリ貧でやってきたと

いうのがありますので、この病院をどう生かして医業収益を回復させて、またかつ健全性

のなる病院に建て直していくのかというのが、昨年まさに定性的な議論があったんですけ

れども、これをいかに今回の議論で定量的にしていくのかというのが今回の委員会の一つ

の使命かなと思っておりますので、まさに今、伊関委員から御指摘いただいたとおりでは

ないかなと思います。そこは、どういうふうに何を改善していくのかというところは、今

日も含めて色々御意見をいただければなというふうに思います。 

 ここから進めてしまってよろしいでしょうか。 

 では、今日の議題は、基本的には今お話しいただきましたけれども、「基本指針と役割の

明確化」についてということで、今事務局の方から、今回の検討会議は、次期平塚市民病

院将来構想検討会議であるようなお話しがありました。また今、伊関委員の方から御指摘

がありましたけれども、この平塚市民病院の５年先、１０年先を考えて、大変なことにな

ってからでは遅い訳で、その前に今の足元のこれからちょうどこの地域の医療需要という

のが拡大していく、それはそれぞれの状況によって拡大していくところ、そうでないとこ

ろがある訳でございますけれども、そういったことも踏まえて、何をしていかなければい

けないのかというところをきちんと議論をしていかないといけないかなと思います。 

 前回のところでは、正木委員の方からお話しをいただき、また私の方からもこれまでの

懇話会での議論を御披露させていただいた訳でありますけれども、今、御指摘がありまし

たが、かなり危機感をもってやらないといけないというところではないかなというふうに
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思います。「従来こうだったからいいんだ」というこういうことではない、こういうことで

あります。若いては、平塚市民にとっての、あるいはこの地域全体にとっての安全安心に

つながることではないかと思います。そういう中で、基本的には今後の方針についてどう

いったところを議論していけばいいのか、その理念、基本方針、コンセプトを材料に内容

の追加、継続、見直し等についての、これはもう今日はざっくばらんに皆さんの御意見を

いただければとこういうふうに考えております。皆さんのお手元にも、こういう形で検討

会議次第というのがありますので、これに沿ってお話しをさせていただきたいと思います

し、先ほどお金の話も出ましたので、そこら辺も含めて御意見をいただければと思います

が、基本的な考え方としては、この次第に沿って進めさせていただきますが、（１）の今後

の方針についてということで、基本的には今の市民病院の将来構想の理念、基本方針、コ

ンセプトを材料に、これが材料になるのかどうかというのがあるのですが、何を追加し、

継続し、見直しをしていくのか、厳しい現状認識も含めて、特に「市民のニーズに応える

医療とは何か」ということですね。先ほど公立病院改革ガイドラインの中で不採算医療、

高度先進医療等を提供する重要な役割を継続して担っていくことができるようにするとい

うことが、新公立病院改革ガイドラインにありましたけれども、「市民のニーズに応える医

療とは何か」、あるいは高度急性期医療と政策医療である小児・周産期医療の両立、これも

具体的にそういう話になるかと思います。あとは事実的、持続的な健全経営について、今

お金の話がありましたけれども、この辺を中心に御意見、あるいは御質問をいただければ

と思います。順々にそれぞれ御意見をいただければと思いますし、そこに重ねていっても

よろしいかと思います。森久保委員の方からお願いいただければと思います。いかがでし

ょうか。 

 

（森久保氏） 

先程、伊関先生からもお話しがありましたが、ここ何年か検討委員会の方でもお話を聞

いていると、やはり財政の方の問題点が大きくなっていると思います。土屋先生の方から

もお話しがありましたが、これからどういうふうに平塚市民病院を持っていくか、そこら

へんを再度検討しなければいけないのかと思っております。二番目の方に書いてあります

ので、今話すのはどうかと思いますが、診療科をどうするか、見直しとかそういうことが

やはり大切ではないかというのが一つと、二つ目は子育て支援の問題点と、座長も言って

おりましたが、周産期医療の問題。この辺をどのようにしていくのかＮＩＣＵというもの

も含めて考えていくのかどうか、そういうのも必要ではないかなと思っております。 

 

（正木氏） 

前回、平塚地域でどういった医療構想がされているかというお話しをさせてもらいまし

て、ここにもありますように、高度急性期の病院はもういらない、７００床くらいないと

いうお話しが出ていますし、あと急性期と基本的には回復期、慢性期、ここら辺はどうに

かなりますけれども、その１，１００ぐらいある高度急性期病床が７００ぐらいしかいら

ないとなってくると、残りの４００とかという病床はどうなったらいいのか。上から順番

に高度急性期から急性期に下りて行って、急性期病院が回復期に下りていく、そうなるの

か、基本的には、高度急性期病が回復期とか慢性期とかの病床になるのかなかなか難しい



 

9 

ところがあろうかと思います。一つは公立病院改革ガイドプランともう一つは地域構想の

非常に難しい課題が二つ提供されていまして、まずこれをどう満足にしていくというのが、

非常に難しいなという気がしていまして、ただ、できれば、病院の機能としては、ある程

度絞り込んでいかないと何でもかんでもやればいいというお話しでは、決してそれは黒字

化にもつながっていかないだろうと思うのです。ある程度機能を決めながら、それに邁進

していく。もちろん市民病院ですから、非常に大事なことは、市民の皆さん方に役に立つ

ということが一番だと思うのですが、そういう方向で診療科を揃えたりとかドクターを揃

えたり、いろんなことをやっていくとそれがまた病院のいろんなものを圧迫しちゃう、採

算を圧迫するという話になっていこうと思います。その辺をどう整合性を取っていくのか

非常に難しい課題があるのだと思います。それからもう一つ考えておかなければならない

のは、しっかりとしたビジョンを出すということだと思うのです。ここでは平成２９年度

から３２年度までの３年間ですけれども、３年間の平成３２年になったときに、どういう

病院に変化をしていくのかとこういった明確なビジョンの下にいろんな見解をしていく必

要性があるとそんなふうに思っております。 

 

（秋山氏） 

前回も色々勉強もさせていただいて、いろんなことで頭の中が自分じゃないと思うくら

い色々知恵をつけていただいて大変ありがたいのですが、いずれにしても市民のニーズと

いうのは、市民・住民のニーズというのは、それぞれ２５万の市民がいろんな住んでいる

場所からしてもニーズがあるだろうし、病院に近い人の思うニーズもまた違ってくるかも

しれませんので、私が市民レベルのお話しですというと、「あれもやれこれもやれ」という

話になりそうなので、色々皆さんの御意見を聞いた上で、私なりにまとめていきたいとい

うふうに思っております。よろしくお願いします。 

 

（大曽根氏） 

私の場合は、市の方からの資料で、神奈川県の地域医療構想の概要ということでいただ

きました。これについてせっかく管理者の土屋さんがおられるので、お伺いしたいんです

が、素案の概要の中に、９つに県を分けて数字を出されているのですが、その一部が今回

資料を配られた最初のところになっていると思うのですが、概要でいただいた４ページ、

素案だと１０ページですね。この中で色々区分がある、「湘南西部地域で見るんだ」という

話になった場合、市民病院としての平塚市民との市民に対する対応、サービスというもの

と、それから「湘南西部地域全体で見るんですよ」という場合の、その辺のところが、県

の構想で言っている事が、これをどのくらい強制力があってやるのかとか、主体的にどう

いうふうにやるのかという辺りがちょっと分からないのです。県の構想ですと、各医療機

関の自主的な取り組み及び地域医療構想調整会議を通じてとありますが、この調整会議と

いうのは、多分湘南西部地域の主たる病院における調整だと思うのですが、通じた地域の

関係団体による取り組みを基本とすると、こういうことになってくると、先ほどから役割

分担と連携、連携もあると思うのですけれども、ここだけの議論でいいのかという話しに

なってくるのではないかと思うのです。そうすると、調整会議というのは、どういう位置

付けで、どういうふうにやっているのか、これがまずあって、例えば、この地域でも１０
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ページの中に出ているように、平塚だけでも共済病院とここの病院があると、その役割分

担と連携というものを、どのようにやっていくんだという辺りが、もう少しはっきりして

来ないと、その中における市民病院の位置付けをどういうふうに持って行くかなというふ

うに思った訳ですね。それが逆にあれば、平塚市民病院はこういうところを不採算部門で

も担いますよと、ですけど、これについては、例えば「東海大の伊勢原で担ってください」

と、そういう役割分担をすることによって、この不採算部門を分けることによって、もう

少しできるのかなと。そういうことで言うと、地域医療構想調整会議、この地域の中で作

っているものが、どこまで活きて、どういうことをやってという辺りがもうちょっと見え

て来ないと、じゃあ平塚市民病院どういうことを担いましょうよ、ということになって来

ないのかなと。先日いただいた中に、Ｑ＆Ａというのがあって、公立病院については、不

採算部門を担ってくださいよと、そういうことはあるのですが、それについては、交付税

の対象にしますよとか、単純な話ですが、不採算部門は公立病院でやって、その分は税金

で補いますからやってくださいよと、そういう単純な話ですけれども、そういうことをや

っていけば、役割部分の明確化と不採算部門の明確化をやっていけば、この平塚市民病院

の赤字化というかそういうことも少しは解消されるのかなと。そういう理想形をここで書

いているんだと思うのですが、それを具体的にどのようにやっていくかという辺りが、県

の構想の中には具体的に調整会議をやって連携と役割分担をやってくださいよというだけ

で、具体的にどうなっているのかなという辺りが、もらった資料を見て分からなかったも

のですから、その辺はもう少し明確化されていれば、それを基に、我々も素人なりに意見

を言えるかなというふうに思った次第です。 

 

（金井病院長） 

御指摘ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりでして、私どもの病院は、例え

ば県が調整会議等々の中で、こうやってくれというのがあれば、そういうようにやる用意 

はあるのですが、残念ながら、県の方も具体的に「湘南西部医療圏をこういうふうにしよ

う」というアイディアがある訳ではなく、「地元の皆さんで検討して作っていってください」

という、お互いに「そっちで決めて」みたいな構図になっている気はあります。そういう

部分もあるので、私は市民病院の立ち位置なので、この病院がどうあるべきか、この周り

の状況を見ながらどうあるべきか、ということをこの病院の中から考えていくしかないと

いうふうに考えています。湘南西部二次保健医療圏の御質問が出たので、ちょっと説明的

にお話ししますと、実際の医療圏は、平塚、大磯、二宮という部分と伊勢原、秦野と二つ

に分かれているというようなイメージです。小田急線沿線と東海道線沿線、国道２４６号

線と国道１号線そういうニュアンスです。実際に、医師会も保健所もその二つに微妙に分

かれている感じはあります。ですから、私どもとしては、平塚、大磯、二宮を一つの自治

体的な医療圏として、実際に二次輪番制はここで回っていますし、平塚、大磯、二宮とい

う中で考えていくべきだろうというふうには思っています。それから、地域医療構想です

が、湘南西部二次保健医療圏が県の中では一つの医療圏として定義付けされました。「ここ

でやってくれ」ということです。これが実際には、現行でも医療法の中で基準病床数は決

まっておりまして、この中で制限がかかっている状態が現行のものです。それに加えて、

今度地域医療構想の中で、必要病床数を数えろというのが出てきて、この調整会議でやっ



 

11 

てきたんですけれども、ここでやったのは、あくまでも総論的な話でして、ざっと数を出

しただけです。実際には、それに向けて「各病院機関が考えでやってください」というこ

とであって、例えば高度急性期の必要病床数が７６０床という数字が出ていますけれども、

一つの矛盾をお話ししますと、実際の今の各病院から報告された高度急性期の病床数が１，

１００床という数字が出ています。これ東海大はどう返事しているかと言いますと８００

床あるのです。８００床全部高度急性期だと東海大は申しております。そうなると、東海

大だけで必要病床数の７６０床になってしまうということです。うちの病院は、ちょっと

定義的なもので３，０００点以上、入院基本とリハを除いて３，０００点以上のものを高

度急性期だろうという国の一つの指針が出されたので、それを素直に従って、うちの病院

の各病棟の点数を出して、３，０００点以上の病床数を出しました。当初、うちの病院は

２００床とか３００床くらいを高度急性期として報告したのですが、２０１５年度、昨年

度では１３０床ぐらいの数字で報告しています。それは正直に国の指針の３，０００点以

上で積算をやったからです。東海大でそういう勘定をして、８００床が全部３，０００点

以上だということをやっているか知りませんが、多分そういうことはありえないと思うの

です。それから、共済病院さんに関しては、最初少なめに出ていたのですけれども、二回

目の去年のものでは、うちの病院を超えて２００何十床という数字が出ています。ことご

と三様に各病院の考え方で決めている数字から、現行１，１００床という数字が出ている

のであって、全然その１，１００床という数字が、実際の意味があるかというと僕はあま

り意味があると思えないのです。実際には必要病床数全体で７６０床というのはそこそこ

だとは思いますが、病院別では例えば５００、２００、１００床ぐらいの内訳になるので

はないかと思っています。 

 

（大曽根氏） 

今の説明で実態がよく分かりましたので、そういうのを踏まえてということになってく

ると思います。ありがとうございます。 

 

（伊関氏） 

日本の場合は、昭和３７年の公的病院の病床規制以降、民間病院を中心にして非常に病

床が増えて、世界でもトップクラスの病床数となりました。西日本に多くて東日本は少な

い。これは西日本に医科大学が多い、医師が多いというが原因しています。病床数の多さ

が医療費に影響してくるので、厚労省として医療費を抑制したいがゆえに、県レベルで地

域医療構想を策定して病床を減らしてください。特に西日本は減らさなければならない。

東日本は、埼玉、神奈川辺りは、逆に病床数が少ない状態なので増やさなければならない。

県によって様々な動きがあるのですが、県が主導してガンガンやっているところはあまり

ないです。ほとんどが「病院の間の話し合いで」という話で逃げています。病院の側から

も過剰に減らすと、医師は大学から派遣を受けていますので、高度急性期の旗を降ろした

瞬間に、「じゃあいいよ、うちは医師を引き上げる」という話で引き上げられてしまう問題

もあるので、我慢比べという面があります。医療機能の維持のために、地域医療構想とは

見解は違うかもしれないけれど、自分たちで病院が生き残りのために、戦略を考える必要

があると言わざるを得ない。今院長先生が言われたとおりで、一番優先するべきは、大学
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医局から医師を引き上げられないこと。そのために戦略性のある計画を病院ごとに作らざ

るを得ないのが、現状だと考えます。 

 

（座長） 

私も同じ認識です。正直に言うと、この地域医療構想という政策そのものが、うまくい

くかわからない中で、ここに病院経営を委ねてしまうというのは、非常に危険ではないか

なと思っております。私も医療政策にちょっと関わっているのですけれども、この発想自

体が中央集権的でかつ計画経済的なので、市場の自立にどう委ねていくか、地域の医師に

どう委ねていくのかというのが大事で、これと必ずセットで出てくるのは、地域包括ケア

なんですが、ここはそもそも発想として分離している、多分伊関先生よく御存じだと思う

のですけれども、そういうところもありますので、そういう意味では、まずこの地域でど

うしていくのか、そこは患者である市民、あるいは患者の家族である市民、あるいは少し

広めであるこの地域、この病院を使っていただいている市民、町民の皆さん、それから、

場合によって「健康なんだけれども、いざというときに使うかもしれない」という納税者

として御負担いただいている市民、町民の皆さんに、どう御理解をいただくか非常に重要

ではないかなとこんなふうに考えております。この件はよろしいでしょうか。ただ非常に

重要な問題提起をいただいてありがとうございます。 

 

（大曽根氏） 

今のことで、先日いただいたもので、湘南西部構想区域のいろんな現状と地域特性なん

かいうのもはっきり書かれているのですが、そういう中で、県民、市民と分けた場合、県

民レベルであればこういうのでやっていくのかなというのがあれば、県民レベルの認識か

なというかなということで思ったものですから、今の確かにお話しはよくわかったんです

けれども、ここまで書いていて、それをざっくばらんに言えば、無視してやっちゃうのか

なとかという感じだと、ここまで変われるかどうかというふうに思ったものですから。 

 

（座長） 

多分、無視してまではいかないと思います。結果的に、ただこの地域の特徴は、東海大

という高度急性期の中でもさらに高度急性期の病院があるっていうのが一つの大きな特徴

だと思いますし、元々の特徴として、この地域は、比較的に潤沢であって、結果として実

は皆さんお医者さんにすぐに行ってしまいがちで、「下駄履き病院」って言ったら怒られて

しまいますが、下駄履きで来てしまう病院になるので、比較的医療費が高止まりして、実

は国保の負担が大きくなってしまうとか、そういう地域特性が多分あって、一方で、今日

本の場合は、これだけ計画経済的にやろうとしても、医療の場合は、フリーアクセスとい

う問題がありますので、行こうと思えば市民病院に来ることができてしまう訳です。「あの

先生知っているから」という話で来てしまいますし、そういうところをどういうふうに、

一方でかかりつけ医の皆さんを含めて、地域でケアも含めてやっていく、これは方向性と

してやっていかなければならないことだと思うのですが、そことその病床の問題とどう捉

えていくのかというのは、ちょっとまた考えていかないといけないと思います。もう一方

で、多分おそらく診療報酬が、これによって診療報酬もかなり動いているので、それによ
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って病院経営自体が機能的に相当動いていく可能性はあると思います。そこは結果として

は、実は、ここに書いてある病床のとおりにならなかったじゃないかということにはなら

なくて、案外そのとおりの病床になっていく気がするのは、おそらく診療報酬というまた

別のゲームで起きていく可能性はあるのではないかと。ただ、ここに書いてある整理とい

うのは、この地域の特性というのが非常によく表されているのかとこんな感じで思ってお

ります。ただ、中々このとおりとにもかくにもというのは難しいのではないかというのが、

これちょうど私の同僚が研究しておりますが、特に西日本はしんどいみたいです。 

 

（土屋氏）  

私の名前が、神奈川県立となっていますが、実は、もう県とは別法人という、県知事か

ら任命を受けているだけで予算体系は全く別で、ただ、負担金は毎年多額にいただいてお

りますので、県の言うことは聞かないといけないのですが、今地域医療構想の調整会議に

も全く呼ばれません、私ども。その点は私もむしろ聞きたいところです。基本方針と役割

の明確化という（１）の医療確保の今後の方針ということだと思いますが、この「ア」の

市民のニーズに応える医療と、これ大変簡単なようで難しい、市民のニーズというのは、

実際に中々捉えにくい。医者が考える市民のニーズに何気なしで、実際に皆さんが困った

か、あるいは必要とされているものは何であるかしっかり捉える必要があると思います。

一般的には、日常的な営業について、コンビニというのはむしろ薦められるような医療を

どう提供するか。おそらくこれは、こういう大きな病院の役割ではないですね。その辺を

どう役割分担を考えてやっていかないといけなのではないかと思います。「イ」の高度急性

期医療、救命救急と政策医療である小児・周産期医療と、これでどこかのところで欧米型

のＥＲということがここでも出ますし、東京都で石原知事の時代に流行ったんですが、東

京都はほとんど失敗しました。本当の意味でのＥＲとなると、３交代で２４時間煌々と電

球が点いていると皆さん想像するだけで、ＮＨＫのテレビそのものだと。これをやるには、

莫大な資金と人的な供給が必要だということで、おそらく見かけの欧米はいいのですが、

実際にはかなり厳しいのではないかなと。これは、日本で採算を取ると、やはり東京の真

ん中とかそういうところでないとやりにくいのではないのかなと思います。それから政策

医療である小児・周産期と、政策医療とか不採算医療とかという言葉があるのですが、設

備をフルに使って一生懸命にやっていても採算が合わないのは、不採算医療かというと決

してそうではなくて、これはきちんと今言ったように３交代でやって、お客さんがいれば

多分むしろ黒字になる分野なんです。むしろ、多くの公的病院を持っているのは、不採算

でもその機能を維持するという意味での不採算医療ではないと思いますので、これは、や

はり市の方がどこまでこれを我慢するのか、毎年これだけつぎ込んで、この機能を維持す

るのかというところに左右されてしまうだろうと思います。ちなみに秦野赤十字で産科が

引き上げたときに、実は、県も慌てて、局長あたりが大学を回って「何とかしてくれ」と

やったらしいのですが、その後、私が、将来に備えて検討会を開けというので、座長をし

たのですが、聞いてみたら４大学とも「あそこが一つ無くなっても、キャパシティは溢れ

ている」ということで、余っているので別にやる気はないというのが本音だったと分かっ

たのです。それを県の方へ伝わっていなくて、県の方は慌てて何とか立て直さなければと

いうことで。そのとき神奈川県の郡部の方、ここは慶応だと思うのですが、郡部の多くは
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横浜市大から来ているのですが、小児も産科も一単位１０名以上医者を確保していただか

ないと拠点病院にしないと、それ以外には供給しないとはっきり横浜市大は言っているの

です。つい最近の会議では、もう教授を辞められて別の病院の院長になっておるのですが、

女性が半分以上になったので１５人だということをはっきり宣言されているんですね。こ

れをやっていくには、そこも横並びでやるつもりでやっていかないと、実は維持するつも

りでいたけれど、隣にそういうのを作られてしまうと、そこが拠点病院になって皆そちら

へ行ってしまうこともやはり加味して考えていく必要があると思います。自立的、持続的

な健全経営となると、正木さんの得意とするところだと思うのですが、先程お願いしたよ

うなベースがあって、本当に維持できるのかどうか、先程折れ線グラフを見せられると、

みんな絶望的になって見込みがあるのかという、一体何を加味したら１０年後に右肩上が

りになるのかというところを、考える必要があるのかなという気がいたします。 

 

（伊関氏） 

 私は、総務省と研究テーマ上、つながりがあって、９年前に総務省の公立病院の財政措

置のあり方検討会議の委員をやって、今度総務省の方で９月に開催される公立病院に関し

ての委員会があり、その委員もやる予定です。もう一つ、内閣府の経済財政諮問会議民間

有識者委員が今、公立病院の改革について検討していて、その検討会の有識者の４人のう

ち１人として委員もしています。そういう中で分析すると、総務省が公立病院の経営改革

事例集を、平成２８年３月に出しました。経営のいい病院はどういうふうな経営をしてい

るのかについて分析したものです。内閣府での検討でも同じような傾向が出たのですが、

優秀病院は、基本は医師や看護師などの職員の増員を図ることで経営改善をしたところが

圧倒的に多いです。ケチケチ作戦をやって収益改善をしたところはほとんどないです。平

塚市民病院は、いわゆる救命救急センターを開設するために人を雇ったのですが、それが

収益改善につながっていないし、その加算を取ったり収益を上げるための戦略として、必

要な職員採用を抑制させられている感じもしています。やはり人を増やさないと収益の改

善ができません。要は職員増が経営改善のポイントで、いくつかやり方があります。病院

統合が流れになってきています。共済病院と病院統合を行う選択肢はあると思うのですけ

れど、現実は無理だと思います。ただ、統合して成果があったところがあります。あと地

方独立行政法人化などをして人を自由に雇えるという形にして、職員定数を弾力化して経

営がよくなったところも多いです。労働環境の整備や研修体制の充実に取り組んで職員増

を図ることができた病院も収益を増加させています。職員数を増やして収益を改善させて

いる病院が多いです。これは公立病院改革事例集に出ている３００床以上の病院の図です。

費用を増やしたところは収益が上がっています。人を増やしたところは収益上がって、人

を雇わず費用を下げたところは収益が下がる。できるだけ人を雇って加算を取るというこ

とが重要です。平塚市民病院の場合は、市役所の方は今日来ていませんけれども、市の本

体の職員定数管理がうるさくて職員の数を増やさずに、かつ繰出金はケチる。だけど建物

だけは豪華に造ってしまってこの返済は大変という、自治体病院にありがちなやり方でや

っておられるように私は見えます。１００床以下の病院では、費用削減を行って収益改善

を行ったところもありますが、費用削減だけしたところは先がないと考えます。要は人材

育成など明日の可能性を失くして、目先の収益改善だけに走っている傾向があると私は見
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ています。費用を増やして経営改善をした病院は、人材が充実すれば、１０年後も可能性

ありますけれども、費用削減だけして人材が劣化した病院は１０年したら人がいなくなり

ます。もう一つ分析させていただくのが、ＤＰＣです。急性期病院ではＤＰＣ、包括医療

支払制度というのを行っていますこの係数は、病院が厚労省の目指す誘導する意思を持っ

てやっています。包括部分は病気に対応した点数が決まっています。それに日数とＤＰＣ

係数をかけて診療報酬が決まります。基礎係数はⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群の三つに分けられてい

ます。暫定調整係数というのが、導入のときに入れられた係数ですが、もう少ししたらな

くなります。機能評価係数ⅠとⅡというのがあって、「Ⅰ」も重要ですけど「Ⅱ」が病院の

力が図るのに非常に重要です。あとで平塚市民病院と平塚共済病院と東海大医学部附属病

院を紹介させていただきます。出来高というのは、手術や内視鏡で、これを包括にしてし

まうと、いわゆる粗診粗療、医療の質が下がるため出来高になっています。だから手術を

沢山やれるところは収益が上がる構造になっています。そういう中で、「Ⅰ」は体制の部分

です。ここのポイントは、総合入院体制加算です。平成２６年度の診療報酬改定で「１」

が作られて、平成２８年度では「１」「２」「３」段階に分かれています。これは平成２６

年の診療報酬改定の資料ですが、総合入院体制加算１は、1日につき１４日以内２４０点、

１点１０円ですので、全ての患者さんから２，４００円もらえます。一病院で「１」が取

れれば１０億単位で収益が上がります。基準がものすごく厳しくて、全身麻酔による手術

件数が年８００件以上。合わせて以下のアからカの全てを満たすこと、人工心肺を用いた

手術、悪性腫瘍、腹腔鏡、放射線、化学、分娩。さらに救命救急医療、三次救急として２

４時間体制の救急を行っていることと、救命救急センターがあること、あと精神科の病床

か、さもなければ精神科の何らかの医療をしていること。これができると２４０点がもら

えます。それが今回の診療報酬では三段階になりました。前のときは基準が厳しすぎて、

化学療法が厳しすぎて「1」を取っている病院は全国で４つしかなかったのですが、今は大

分増え始めたみたいです。この基準のいくつを目指すかが、高度急性期病院として生き残

るかのポイントになります。平塚市民病院が生き残っていくためには、救命救急センター

をちゃんと作って、総合入院体制加算１は無理だとしても、「２」ないし「３」を目指す。

そういう戦略が持てるかというのが重要です。実績で、急性期病院なのか高度急性期なの

か、そうじゃないかが、判断される時代になっています。平塚市民病院が総合入院体制加

算を目指すのか目指さないのか、医師を派遣している慶應大学の意向もあると思うのです

が、病院としての意思を明確にして、必要な投資はし続けることが必要です。もう一つＤ

ＰＣの機能評価係数Ⅱというのがあります。保険診療定数はデータを提出しているかの評

価です。効率性というのは平均在院日数を見て、入院在院日数が短い人が評価されます。

複雑性というのは難しい。 

 

（座長） 

これはこの前やりました。 

 

（伊関氏） 

 後発品はやりましたか。 
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（座長） 

 後発品が弱いのは出て、共有しています。それでももう一回どうぞ。 

 

（伊関氏） 

これが東海大医学部附属病院と、平塚共済病院と、平塚市民病院の調整係数で東海大学

医学部附属病院はⅠ群の中の大学病院の中の 1 位ですから、今年はナンバーワンの状態で

す。平塚共済病院は１６４番、平塚市民病院は３０８番目です。平塚共済病院と比較する

と、効率性は平塚市民病院の方が良い。複雑性はほとんど変わらない、カバー率も変わら

ない、救急医療係数も比較的高い、地域医療も高くて、体制の内の小児が比較的高い。し

かし、後発品が非常に弱い。ここが弱いというのは、私の見解では事務職員が弱いことに

つながります。事務職員のプロが少なくて定時のルーチンで異動してくるから、医局を抑

えきれられないと私は考えています。ドクターに納得してもらって後発品を変えてもらう

ということは必要で、それは院長先生を始めとした幹部職員の方も重要ですけれども、事

務職員も重要で、大阪辺りだと、ほとんどの病院が係数が満額になっています。そこのと

ころが弱いのは、事務職員が弱いです。そういうところを変えていかなければ、先程も言

ったとおり、この病院の財務状況は危機的状態ですので、危機から脱出するためには、や

れることをできることをやることが必要だと思っています。 

 

（座長） 

ありがとうございました。大変問題意識に沿った重要な御指摘をいただいたかと思いま

す。多分これ、次回以降いつ出していただくかにもよるのですが、今お話しがあったよう

なことも踏まえて、病院としてどっちに向かっていくのかというのは、これ設置管理者、

病院長を始め多分関係の皆さん、事務局も含めてですが、いくつかベンチマーク、今、共

済病院と東海大病院と、前回正木委員の方からは横浜東部ですとか熊本の状況を見せてい

ただいて、ベンチマークと比べたときに、「かなり平塚が低いよね」って話は色々出てきて、

これだけ上げられればというような伸び代が大きいという話は相当見せていただいたんで

すけれども、伸び代部分を改善していったときに、この今日出てきたシミュレーションが

どう変わるのかというところについても、是非お示しをいただけるといいのではないかな

と思います。つまり、単純に「救命救急をやった場合どうなるのか」だけではなくて、Ｄ

ＰＣの何をどう取りに行くとこうなるんだという改善のシナリオというのを少し出してい

ただくと、ですからベストケースと、もしかしたらワーストケースになるのかもしれませ

んけれども、その辺のいくつか複数の、もっと言うと病院としての意思も示してほしいん

ですが、そこの辺はこれまでもお話しに出てきた気がいたしますので、そこを少し数字に

落としていただく作業、次回いきなりできるかどうか分からないですけれども、もちろん

いろんな前提をおいてで構いませんので、出していただけるといいのではないかと思いま

すので、是非そこはよろしくお願いをしたいと思います。それこそ、今伊関委員から御指

摘いただいたところに答えるお話しにもなってくるのではないかというふうに思います。 

 

（久保田氏） 

よろしくお願いします。立派なお話しばかりで自分の市民病院に対しての考え、お話し
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を前回、伺ってから考えさせていただいたことが全部なくなっちゃうくらい立派なことを

最初から伺わせていただきまして、今回このグラフで、収支の方、お金の方ですね目に見

えるもので見せていただいたことで、前回の会議の時よりも、正直不安が自分の中ですご

く募りました。それに対して、今皆さんがすごく一生懸命、「こうしていったらいいんじゃ

ないか」、「ああしていったらいいんじゃないか」と考えさせていただくその場に一緒に参

加させていただいたことに本当に感謝しています。私たち一般市民、平塚市民、今市民病

院に色々と子どもですとか、主人ですとか、祖父母などもお世話になってきている中で、

自分の感じることでしか私の方でお話しさせていただくことしかできないのですが、私は

子ども３人おりまして、２人目と３人目はこちら市民病院の方でお産をさせていただきま

した。１人目は、実家の方で里帰り出産をしたのですが、心臓に心室中隔欠損を負ってい

まして、実家の方では通いきれないということで、市民病院の方でお世話になって診てい

ただいたこともあります。正直、安心は、すごく大きい病院でありますし、技術面とか先

生の信頼とか、そういうのはあるのですが、きちんと先生も診ていただいて、言っていた

だく言葉も厳しいですけれども、やはりきちんと診ていただけることで、娘も今１５歳に

なりましたけれども、心臓に負担があるのかないのか分からないくらいまで立派に育てて

いただくことができました。２人目、３人目のお産の時は、すごく看護師さんたちにすご

く診ていただいてというか、フレンドリーに接していただくことによって、やはりお産は

すごく不安があるんです、1 人目でも２人目でも同じなんですが、やはりその中で、すご

く看護師さんと先生というのは、中々診察の時しかお会いすることはないのですが、看護

師さんは、常にそばにいてくださる存在なので、声を掛けていただいて、ちょっとした声

の掛けられ方、「今日おっぱい出ているよ」、「今日赤ちゃん元気に泣いていたよ」という一

言で、すごく安心できたり、そういうふうに丁寧に入院中声を掛けていただいて、診てい

ただいてということですごく感謝をしているところです。ただやはり他のお母様方とお話

しをしたときに、個人病院でどうしてもお産をしたい方っていうのが特に多くて、なんで

個人病院を選ばれるのか、なんで大きい病院ではなくて個人病院を選ばれるのか、もちろ

ん技術とか安心とか生まれた子どもに対する安心はあるんですけれども、ケアの部分でし

たり食事の部分とか、一生に一度のことだから、いい環境でお産をしたいという自分のわ

がままなのかもしれないですけれど、おいしいご飯を食べてお腹の中にいる時からＤＶＤ

撮ってもらって記念に残してとか、個人病院さんでは、色々とサービスをされている部分

ですね、そちらの方がどうしても。市民病院さん、今はすごくきれいになられて「行って

みたいな」と思う部分もあるのですが、前までの印象だと、どうしても個人病院さんはす

ごくきれいで個室が２人部屋ぐらいのすごく広々としたところで明るくて、という自分が

すごく過ごしやすい環境が個人病院さんにはある。両方ともにすごくいいところはあると

思うのです。例えば、金銭面で見ても個人医院さんの方が５、６万円くらいお産でいうと

高いです。でも、その５、６万円を出しても、その環境の中でお産をしたいと思われるの

は、それなりの向こうでのサービスがある。「市民のニーズに応える」というのは、とても

大変なことだと思います。やはり世代によっても、希望は違いますし、お金もやはりかか

っていくことなので、採算が取れるか取れないかということもあります。ただ、例えば、

「声を掛けてくれる、優しいよ」という口コミではないですけれど、広がっていけば、そ

こで「是非その看護師さんに診ていただきたいわ」とか、「助産師さんに取り上げていただ
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きたいな」とかいう口コミが広がるような環境を持っていけるような御協力なら、私達も

できるのではないかなと。私たち一般市民ができることというのは、そのサービスを受け

たときの口コミかなという結論で、難しいお話しは本当に分からないので、個人的なお話

しで申し訳ないのですが、そういうことから御協力していきながらお勉強させていただけ

ればと思います。ありがとうございます。 

 

（座長） 

 ありがとうございます。前回正木さんからもお話しがあった市民の信頼のところですよ

ね。そこはいきなり財務にいってしまうと、やはり収縮して考えてしまって小さくなって

しまうので、そこは手前にくる市民の信頼をどう改めて獲得しにいくか。もちろん今も獲

得できている部分は、あるかと思うのですが、それでもいろんな伸び代はあるような気は

しますので、そこはすごく大事なことだと思います。 

 

（久保田氏） 

 信頼はさせていただいているのですが、伺わせていただくときに、「やっぱり紹介状がな

いと」とか、今度あの先生に診ていただきたいけれども、何時に行っても、例えば１０時

の予約なのに呼ばれるのは１１時半で、１１時半に呼ばれて今度診ていただいたら、そこ

でカルテを返していただくのが１２時半で、お会計したら１時、２時になってしまうとい

う。皆さん限られた忙しい中で病院にも行かれるので、限られた時間の中でやっぱり通え

る環境というと、どうしても近くのところで、ちょっとの怪我だから近くのところでいい

やって。信頼と安心はすごくあります。 

 

（座長） 

  なるほど。どうもありがとうございます。 

 

（高井氏） 

平塚市の健康こども部ですが、私どもの担当といたしましては、小児・周産期医療、こ

れが非常に重要ではないかと思っております。小児科にしてみますと、ここで、東海大大

磯病院さんや共済病院さんが診療をお辞めになるということを聞いておりますので、それ

を考えますと市民病院さんに是非頑張っていただきたいという部分だと思います。また、

周産期医療も、お子さんを妊娠しているときからケアしていくことが重要だと思っていま

すし、リスクの高いお母さんもいらっしゃいますので、そういう方とは連携してやってい

ければということは思っております。病院の経営全体のことは私には分かりかねますので、

そういう点をお願いしたいと思っております。 

 

（座長） 

ありがとうございました。今とりあえず今後の方針のところについてお話しをいただき

ました。これまでのお話し等含めると、市民病院全てで、平塚市やあるいは大磯、二宮も

あるいは秦野、伊勢原を含めた医療を引き受ける訳ではないので、逆にいうと、実は「役

割分担は結構大事ですよね」というお話しだったと思います。今も周産期にいるお母さん
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が、全部市民病院に来たらいいかというそういう訳ではなくて、多分それはそれぞれ選択

があって、こういう病院がいいって言う人もいれば、こっちの先生がいいっていう人もい

て、それはそれで多分選択としてあるし、もっと言えば市民病院に来てもらう方というの

は、多分今も少しお話しがありましたけれども、比較的リスクの高い方に集中するのかも

しれないなと実は思っておるところです。そういった役割分担について、実は市民の皆さ

んとどうコミュニケーションをしていくのかというのは、一つの課題なのかというのは、

ここのところで地域医療構想云々というよりは、地域包括ケアの方の話になるかと思うと、

そういう中で重要ではないのかと思いますし、先程お話しがありました大磯、二宮が小児

二次医療を辞めるというようなお話しの中で、それでは市民病院で全部が受けられるのか

と言ったら、そこはある程度は、言葉は悪いですが、前捌きというか「風邪で来られては」

みたいな。そうすると、結果的にまた市民病院の小児科が持たなくなってしまいますし、

さらに言えば、先程の待ち時間の話につながってきますし、最終的に収益の話に繋がって

きますので、そこをどういうふうに地域とコミュニケーションをしていくのか大事なとこ

ろというのはあるのではないかと思います。おそらくこれまでの将来構想と比べていくと、

将来構想よりもさらに地域における役割分担というのはより明確に、将来構想云々ではな

くて、より明確に多分書いていかなければいけないと思いますし、そこそのものが、先程

もお話し、何名からか出ましたけれども、戦略そのもの、この病院は、「何を」「誰のため

の」病院であると、どんな人に役に立つ病院であると、具体的に出して、それが結果的に

先程のシミュレーションの話になりますけれども、収益にどういうふうに影響してくるの

か、結果的に平塚市民の御負担をどういうふうにお願いする形になるのか、あるいはどの

ぐらい小さくできるのか、それを含めたお話しをしていかないといけないというところで

はないかと思います。そういう中では、これはいろんな見方があるとは思いますけれども、

高度急性期医療ということを掲げて人材を確保していって、そのために救命救急は多分マ

ストになるのだろうと思いますし、その中で政策医療というものをどう支えていくか、さ

らに言えば、黒字化できる手段はあるんだという話も、委員の中からもそういう話もあり

ましたが、そういうところを考えていく必要があるのではないかと思います。 

そういう中でもう一段絞り込んでいったときに、次の論点「２」の方になるのですが、

是非委員の皆さんに御意見をいただきたいのですが、「平塚市民病院の役割」についてとい

うことで、特に診療機能、診療科、病床数のところについて、それぞれすべてに御意見な

くて結構でございますので、それぞれ御意見をいただければと思います。じゃあまた森久

保先生からお願いいたします。 

 

（森久保氏） 

平塚市民病院の今後の役割ということでありますが、データがそういうふうに揃ってお

りませんので、詳しくはお話しできないとは思いますが、色々かち合うところはあると思

います。先程伊関先生からお話しがありましたが、平塚共済病院のこともありますし、東

海大学病院もあります。そういう中で、どこの科にどれぐらい患者数がいるかどうか、市

民のニーズも変わってきているかと思います。よって、そういう面をもう少しデータから

読み取るということとですね、やはり先ほど伊関先生の詳しいお話しがありましたが、ど

こに力を入れていったらよいか、やはり事務サイドが、やっぱり資金ショートの話が多く
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出ていて、そこから先に展望をもって計画ができて来なかったという点を再度検証するこ

とと、これからデータの方から読んでも分かるように、高度急性期でベッドサイドが空く

とか色々あります。回復期のこともあるでしょうが、やはり今の市民病院の今ベッドの稼

働率がどうなのかというところも次の会議では出していただきたいなと思います。 

 診療科に関しては、先程言いましたが、近隣の病院がどうなっているのかというデータ

を出してから、お話しをしたいと思っております。 

 

（正木氏） 

前回、いろんなデータを出しましたが、その中に病床の回転率があったと思います。熊

本や神奈川県東部病院は３３回転ぐらいしていますということで、診療単価も１０万円を

越すような診療単価になっていまして、そうすると新しい患者さんが大体年間１万５千人

くらい来られています。４００床くらいでも１万５千人の掛け算をしていくと、大体２４

０億円くらいの医業収益があるような仕組みになる訳です。これは歴史の中で作り上げて

きていますので、すぐこれを平塚市民病院でやれるというのは中々難しいので、徐々に徐々

にやっていかなければいけませんが、例えば東部病院なんかでは、皮膚科なんかございま

すけれども、当然皮膚科は中核病院ですので、必要なことになりまして、やめる訳にはい

かないのです。だけど中身をしっかり考えながら、どちらかというと、本当に手術に徹す

るような皮膚科だとか耳鼻咽喉科もそうですし、眼科もそうですし、急激に変える訳にも

いきませんけれども、将来的には自分たちの機能が、ある意味では高度急性期に全診療科

が近づくようにしていくようなこと、この辺が非常に大事ではないかと思います。 

それからもう一つには、平均在院日数はあまり今、診療報酬改定の中でも平均在院日数

を短くしろとは言って来ていませんが、ただやはり欧米に比べると長いので、１０日を切

るような目標が必要ではないかと思います。先程の地域医療構想も、平均在院日数をきち

っとして、本当は考えなければいけないのですが、現状での患者さんの平均在院日数しか

考えていませんので、本来ですと、もっと将来構想を考える前に、平均在院日数を短くし

ながら、普通高度急性期病院であれば１週間とか１０日とかそういった指示があるべきだ

と思うのですが、そんなふうにして平塚市民病院の中でも無駄な医療をしない、しっかり

とした医療を務めていくというのは、例えばクリニカルパスや疾患説明書など、そういっ

たものを患者さんに迷惑かけないような説明ができるような資料を作りながらよくやって

いくと言いますか、質を犠牲にしないようにしながら、しっかり効率のよくしていくとい

うことが大事かと思います。そうやっていくと、段々病床数も必要なものをどれだけある

のだろうとかという話になっていくと思いますので、これから先そういった病院の色々な

機能を変換するという意味では、将来構想検討会議が皆さん職員の皆様方にお話しをして

いって、ここで決めるのではなくて、職員の皆様方が、自分のこの病院を将来どうするの

かともっと議論しながら、「自分たちでもっとこういったものをやりたいな」という覚悟が

必要だと思います。そうでなければ、「やっぱり検討会議で決めたから、それに従っていけ

ばいい」というのは、決して誰も知らないというか、それは検討会議の責任だとなってし

まいますので、やはり職員の皆さん方にもう一回引き戻して、職員の皆さん方がしっかり

と議論しながら、自分たちの覚悟もそれに当然付けると、こんなふうにして平塚市民病院

の役割を決めていっていただければという思いをしております。 
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（秋山氏） 

もう色々お話しいただきましたが、あり方懇話会の時にも申し上げたことがあるのです

が、市民病院の役割を考えるというその裏側に、かかりつけ医とかそういうところが、一

体この市の中でどういう、内科もあればいろんな医者がある訳ですが、どちらかというと、

地震だとか津波のハザードマップは多く出てくるのですが、かかりつけ医というか、一般

の街中にある医者の皆さんのマップなんていうのは、本当にどこにあるのだろうかと。そ

れも分からないような状態の中で、平塚市民病院の中でベッド数が云々というのは、いか

にも何か先に飛んでいるような感じがしてしまって仕方がないのですが。是非何かの機会

に。今自治会の立場からいきますと、各地域の地区ごとの地図の中に、病院なんかも展開

はしてあるのですが、しかしその病院が何を扱える病院なのかというまでは地図に落とせ

ていませんので、何かその辺ももう少しはっきりすると、市民病院へ来る人、あるいは近

くでお世話になる人、市民側の選択もかなりはっきりしてくるのではないかというふうに

思います。 

 

（大曽根氏） 

私も、先程正木先生が言われましたように、ここで働いていただいている医療従事者の

方が、一番患者さんに近いところにおられますので、アンケートという訳にはいかないと

思いますが、やはりどういうことを市民が望んでいるかということの把握は、やはり医療

従事者の方が接点が一番あるのではないかと思いますので、その辺の意見をどうやって吸

い上げるということが 1 つのポイントになってくるかなと思います。先程の正木先生と同

じなんですが、「構想で決まったからその通りにやるんだよ」って、上から目線でやっては、

やはり医療従事者の方も「何だこれは、現実と全然合ってないんじゃないか」とこういう

話になってしまいますので、その辺を私も今解決策は分からないのですが、そういうふう

に患者さんと接点をもっている方からの意見が、どういうふうな形で反映できればいいの

かなというふうに思っております。 

 

（土屋氏） 

今、もうほとんど問題点を指摘されたと思いますが、確かに今の方向性の「その３」を

拝見していると、下の方に全職員の経営参画意識の徹底ということで、ＴＱＭも入ってい

るようで、これは今おっしゃったように大変大事で、医療現場での改善策の中で、そうい

う話が出てくるだろうと思いますので、是非続けていただきたいと思います。やはり、今

かかりつけ医のお話しが出ましたけれども、診療機能を考えるときにその辺の分業という

か、特に再来患者さん、もっと言えばおそらく経営的にはあまり採算性がよくないんです

ね。その辺は大学病院の経営改善の方にお手伝いしたんですが、２人主治医制と最初から

ポスターを貼って、入院中はがん研が中心に診るけれども、外来になった途端に元の先生

ところが主体になるんですよといったような。初診でいらした時からすり込んで、患者さ

んには大変言い方が悪いんですけれども、再来患者削減に努めてですね、その辺で一番大

事ながん研で診なきゃいけない単価の高い初診患者さんその他を診る時間が無くなってし

まうということで、外来単価が非常に安くなってしまうということがありますので、その
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辺も診療機能をこの病院は何だということに徹してですね、周囲のクリニックの先生に御

協力を得ると。あと、住民の方にも御理解いただくということが大事ではないかという気

がいたします。やはりメインは入院機能ということになりますので、そのときに先程伊関

先生が人員を増やさなければいけないというに、どうしても医者だけでやっていると、医

者の数ばかり気にするのですが、やはり機能を高めるのは、事務員から始まって、下から

積み上げないと中々いかないと思います。下を増やすと、おそらく医者の数同じでも、手

術件数１点何倍という数になると思いますので、これがまさに収入源になると思うんです

ね。その辺の工夫が必要かと思います。がん研に私がいたとき４，０００だったのが、今

８，０００件手術をやっているので、何とか息をついて借金も返せるようになったと。そ

れとほとんど同じようなことが、ここで今起こっているのではないかというような気がい

たします。先程の、現金でもボーナスが払えないようだと困りますので、その辺はやはり

確保するようなことは必要だと。そういう意味では、診療科も確かにＤＰＣで取るのに必

要な診療科もありますけれども、やはり割り切って切らなきゃならないということも視野

に入れてやっていく必要があるのかという気がいたします。 

もう一つ最後に、「1」のことにも関連して、湘南西部確かに、東海道線沿線と小田急線

沿線とに分かれるのですが、やはり機能によっては、一体化あるいは湘南東部との一体化

ということも考えた診療範囲というのもあると思いますので、その辺も視野にいれる。こ

れは、私の県西部に県立病院を一つ抱えているんですが、人口が４０万足らず、３０万そ

こそこなんです。これは小田原市立と県立足柄上と協力していくことしかないという。２

市８町と全体で考えると、おそらく湘南西部もそこまで切羽詰らないとしても、やはり湘

南東部西部合わせての問題と、湘南西部の中を分解していい問題、いけない問題と分けて

診療機能あるいは診療科というものを考える必要があるのではないかと思います。 

 

（伊関氏） 

平成２６年度の地方公営企業年鑑で見ると、平塚市民病院の病床利用率が８２％、平均

在院日数が１３．１日。藤沢市民病院と比較した方が分かり易いので、藤沢市民病院は病

床利用率が大体８４．８％、平均在院日数が１１．８日、一人当たりの入院単価が、平塚

市民病院が５８，４８６円、藤沢市民病院は６２，２９９円。急性期病院としては、勢い

は正直今一つです。おそらく病院の内部は、高齢の方が大量に入院されている可能性が高

いとみています。ただ市民病院という名がついて、かつ高齢化が進む中では、高齢者の医

療をどうするのか、これは非常に重要と考えています。療養系の病床は、ほぼ将来的にも

充足するだろうという話の中ですけれども、リハビリが弱い。ここは政策的に行う必要が

あると考えます。  

診療機能については、市民病院というと高度急性期病院の機能だけに特化するという訳

にはいかなくて、高度急性期プラス回復期や療養も診ないと住民のニーズに応えられない

面もあるので、そこは市民病院としての機能として高齢者の医療をどう対応するというの

は重要なテーマになってきます。 

診療科についても、なくなってしまうと総合力が落ち、医師を派遣する大学医局からの

評価が低くなるので、ある程度の総合力は持たなければならない。 

病床数についても、将来的にみれば、場合によってはリハビリの部分を増床する必要が
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あるかもしれない。敷地はわからないですけど、１００床、２００床について、公的病院

でリハビリ病床を作ることも選択肢としてはあります。これは民間、県がやる場合もある

のですが、「共済病院さんが２００床やります」みたいなことも、敷地の問題もありますけ

れどもあります。どこかがやらなければならない、２０２５年以降に向けて考えていく必

要がある。どうしても病床を減らすことばかり意識が出て、足りない部分をどう医療圏と

して補うのかという議論が必要だと思います。 

 

（久保田氏） 

  細かいお話はよく分からないので、病床数がとか診療科がどうかというお話しは分か

らないのですが、市民の目線で一言だけ言わせていただくと、市民病院とか共済病院とか

東海大病院とかもそうですけれども、大きい病院に行けば、どこの科に行ったら分からな

いけれど、安心とか「大丈夫、ここだったらちゃんと誰かが診てくれる」という安心感が

あって皆行かせていただくのです。その中で、何がどこの科が必要だよとか、どこの科が

いらないよというのまでは、ちょっと分からないのですが、そこにすごく安心感を持って

通わせていただいているということだけ、ちょっと伝えさせていただきたいと思います。 

 

（高井氏） 

私としても、どういう機能とか診療科ということは具体的には分かりかねますので、今

やはり地域包括ケアのことが大事だということでかなり言われておりますので、その辺に

ついても御検討いただければなというふうに思います。 

 

（座長） 

最後に、委員の一人としてお話しをさせていただくと、一つは、項目立てはともかく、

なんか結構前の将来構想もたくさん書いてはあります、項目立てとしては。ただ中身はよ

く分からないというところがあって、実際に何をやったのか分からないというところがあ

って、ここを多分、例えば「ＴＱＭ活動」って本当に何をやったのかって、やっていたら

こうはならないだろうというのは率直に思うところはあって、そういうところも含めて、

きちんとお題目として書くのは結構ですが、具体的に何をやったのか、これから何をする

のかというところは、さっきの戦略と関わるところですが、是非きちんと出していただけ

るといいかと思います。 

あえていうと、抜けているところは、事務職員も含めた研修というかレベルアップをど

うやっていくかというところの取り組みが、将来構想の中には、かつての将来構想には欠

けていたかなという感じがしますので、箱と人があっての病院ですから、そこを人を大切

にするということは、是非出していただきたいと思いますし、さらに前回の正木さんのお

話しに乗っかれば、質を高めていくところ、患者にとっての質を高めていくというところ

の先行指標というところのＫＰＩみたいなものは、是非どんどん導入していっていただき

たいし、この辺は少し病院から提案をいただけるといいのではないと思います。市民向け

講座とかそういうお話しもあったかと思います。あるいはクリニカルパスみたいな話があ

ったかと思いますが、そういう患者の信頼を確保するための政策というのがあって、それ

をどうやってＫＰＩに落とし込むのかとかというところは、是非出していただきたいと思
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います。これもちょっと見えにくいのですが、先程土屋委員からお話しがありましたけれ

ども、人件費のところが、これは別に箱の形を独立法人にしたらよくなるとかという話で

はなくて、今の人件費の部分も、多分改革が必要な部分が結構あるのだと思うのです。公

務員の給与会計のままでそのままつけていっていいのかとか、先程お話しがありましたけ

れども、人を確保できれば、最終的にいろんな加算が乗っかってくるというのは、楽観的

には確かにそうだと思います。実際にそうだったと思いますけれども、かといって、中々

積み上げにくい中で、人件費という部分は、ある程度削減しながら人数を増やしていくと

いうところもあるような気はいたしておりまして、そこは市民に納得のいく人件費の構造

になっているのかどうかというところは、これはきちんと議論しなければいけないポイン

トなんじゃないかなと思います。是非そこは御検討いただければなと思います。何より大

事なことは、多分ここでも、先程の正木委員からのお話しにも通じるところですが、将来

構想検討会議、ここではもちろん色々と議論をさせてはいただくのですが、やはり「たた

き台」としてというものを、Ａ案なのかＢ案なのか分からないけれども、管理者を含めて

職員の総意として、幾つかあります、多分ここで我々が邁進したいと思うようなものを、

きちんとやっぱり出していただくということが必要ではないかなというふうに思います。

それを収支で見ると、こういうふうになっていて、我々はこういう選択をしていきたいと

思うというようなところは、一つオプション案としてお示しをいただいて、それで初めて

議論が少し深くなっていくのではないかなという気はします。今日は比較的、そういうこ

とは前提はなしにして、皆さんからの御意見をいただくというこういう会ではありました

けれども、次回以降、そういう形の設定にしていただけると大変いい形になるのではない

かというふうに思います。これは委員として申し上げたいと思います。 

 他に、今までのところで何か御意見はございますか。とりあえず予定していた議事の時

間にちょうどきれいに寄ったところですが。何かございますか。なければ事務局の方にマ

イクをお返ししたいと思います。ありがとうございます。 

 

○ 今後の予定 

○ 病院長挨拶 

（金井病院長） 

病院長の金井です。今日は本当に暑い中、そしてお忙しい中、私どもの病院のために集

まって議論いただいて、大変ありがたく思っております。この将来構想ですけれども、今

動いている将来構想というのは、今から８年前に発行したものです。前のものをちょっと

振り返ってみたんですが、そうしますと、その２年くらい前に、病院の役割と将来計画の

素案作成プロジェクトプロジェクトチーム第１回会議というのが、平成１７年の６月に開

かれているんですね。その後、何回か繰り返した後、有識者に来ていただいて構想を作っ

ていったとそういう経緯があります。前の石山病院長の下にやられていましたけれども、

基本的にボトムアップの形で始まって、箔を付けていただくというような形で始まったも

のでございます。今回は、あり方懇話会の流れのような形で、伊関先生、土屋先生、今回

初めて加わっていただいて非常にクオリティの高いレクチャー、時代のありようを示しい

ただいた中で、この検討会議を始められて大変幸せであると思っております。 

 病院運営、中々いろんなことがはかばかしくいかない中で、外にいらっしゃる方々の貴
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重な意見は、中で物事を動かすのに、非常に強いパワーになってくれるのではないかとい

う期待感に今日いっぱいになりました。今後ともお世話になるつもりでおりますが、内部

的にも、病院職員一丸となって次の将来構想を作っていきたいというふうに思います。次

回はもう少しこちら側からできることがあるのではないかと思っております。 

 今日は本当にどうもありがとうございました。 


